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長 伐 期 施 業 の す す め 
一徳島スギの長伐期大径材生産をめざして－ 

 
 
１．いま、なぜ長伐期施業なのか 
（１）森林資源整備方針の転換 
 森林に対する要請の多様化、高度化に対応して、従来の拡大造林を主体とした整備方針を次のように

転換された。 
 ① 人工林については、目標面積を１，１５０万㌶とし、複層林施業の導入や伐期齢を多様化、長期

化する。 
 ② 天然林については、育成天然林施業３２０万㌶を導入する。 
 ③ 森林空間の総合的利用に対応した森林資源を整備する。 
             （S６２・７ 森林資源に関する基本計画改訂） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複 層 林 施 業：森林を構成する林木を部分的に伐採し，苗木の植栽等を行うことにより，樹齢

の異なる複数の樹冠層を有する森林を造成する施業 
育成天然林施業：天然力を活用しつつ，種子の発芽を促す地表かきおこしや除伐を行うなど積極

的に人手を加えることにより優良広葉樹林等を造成する施業 
天然生林施業：主として天然力を活用して，森林を維持造成する施業（自然環境の保全のため

の禁伐等を含む。） 
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（２）今後の林政の展開方向 
 国民のニーズにこたえ得る質の高い森林の整備・保全を推進するとともに、１千万㌶の人工林を中心

として充実しつつある国内森林資源の経済価値を現実化するため、民有林・国有林を通じて、 
 ① 「緑と水」の源泉である多様な森林の整備。 
 ② 「国産材時代」を実現するための林業生産、加工・流通における条件整備を林政の基本課題とし、

その達成のための諸施策の重点的展開を図ることが必要となっている。 
 なかでも現行森林計画の内容の見直しにおいて、複層林の造成や伐採年齢の多様化・長期化の推進等

に十分留意する必要があると答申された。 
                               （H２･１２ 林政審議会答申） 
 
（３）経営目標の変更 
 大日本山林会が「全国林業経営推奨行事」の上位入賞者約２００名を対象としたアンケート調査によ

ると、全体の６５％が『長伐期大径材生産』を木材の生産目標としており、第二位の「良質材生産」よ

りも１０％も多く、近年においては伐期延申による中・大径材の生産に変化しつつあるといえる。伐期

延伸という経営目標の変更要因は、一般的にみて次の二点に要約できる。 
 ① 材価の低迷と造林費の値上がりで、主伐後の再造林が容易でなくなってきたこと。（消極的動機） 
 ② 樹種・径級・品等別価格差が大きくなってきたこと。（積極的動機） 

                  （S５９･１ 大日本山林会調査） 
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２．長伐期施業の有利性は 

（１）長伐期施業が有利と考えられる点 
 ① 生産費が少なくてすむ。 
 ② 期間当りの収入が有利と考えられる。 
 ③ 土地生産性が有利と考えられる。 
 ④ 蓄積材積が多い。財産保持、備蓄という点で有利。 
 ⑤ 水土保全機能が大きい。 
 
（２）長伐期施業が不利と考えられる点 
 ① 材積生産量が若干少なくなる。 
 ② 収入の間隔が長くなる。 
 ③ 伐期が長くなるため、台風、雪害等の気象害による被害に会う可能性が増加する。 
 
（３）長伐期施業の有利性試案（三好郡三野町 杉山 宰氏作成） 
 スギ５０年生伐期における「５０－普通林」と「５０－選木育林早期仕上げ間伐林」の収益性比較、

及び選木育林早期仕上げ間伐林の５０年生主伐時に１６０本残存した１００年生伐期の「１００－選木

育林早期仕上げ間伐林」との収益の比較は、次のとおりである。 
（林業通信 S６３･３ 中小規模林業を長伐期施業体系へ導くために 杉山 宰参照） 
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３．長伐期施業の現状は 
（１）森林資源表から見た長伐期施業林分 
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（２）スギ普通母樹林の現況 
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４．スギ林分の収穫予測は 
（１）スギ地位指数曲線 
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（２）スギ樹高曲線 

 

 
 
（３）スギ収穫予想表 
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５．スギ長伐期育林技術体系は 
（１）生産目標を設定するに当たって考慮すべき事項 
 ① 資本条件 
  ★早期に資本回収を期待する場合には短伐期が有利である。 
  ★優良材を多く生産するためには、ある程度密植にして、集約的な施業を行うことが望ましい。そ

の反面、植林費等が掛かり増しとなり、多額の費用負担に耐えられない場合には困難である。 
  ★経営事情から初期に多額の造林費を投入できない場合、造林利回りを度外視しても単位当りの投

資額の少ない疎植、長伐期が指向される。 
② 立地条件 

  ★地利的条件が現在、将来とも高くなる見込みのない箇所では、集約的施業や小径木生産にはあま

り適していない。 
  ★小径木の市場を近くに有する地域では造林費をかけ、植栽密度を多くすることも可能である。 
  ★風雪害の恐れのある箇所では、根曲り材、幹折れ材等の発生が懸念されるので植栽密度の高い林

分の管理は難しい。 
③ 労働条件 

  ★労働力が多く、保育管理技術が優れている場合には労働集約的な優良材生産が可能である。 
  ★季節的には多数の労働力を確保することが困難な場合には植栽本数を少くする方向が指向される。 
 
（２）民有林における伝統的林業技術体系の事例 
表－６の民有林における伝統的林業技術体系のとおりである。 

 
（３）金山杉優良材生産の育林技術体系（山形県最上郡金山町） 
 金山林業は豪雪地域にあって、余り人手を加えない粗放的林業を特徴としている。また、壮齢林以後

も旺盛な成長を続けるという自然条件を生かして、林齢１００年以上の高蓄積林分を目標とし、形質の

向上と蓄積の増大を期待する長伐期林業を展開している。なお、金山杉優良材生産の育林技術体系は、

図－６のとおりである。 
 
（４）徳島スギ長伐期育林技術体系 
 別添のスギ長伐期育林技術体系及び南近畿・四国地方スギ林分密度管理図のとおりである。 
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６．長伐期施業の収益性（試案） 
 長伐期施業が有利と考えられる最も重要な期間当りの収益性について、別添のスギ長伐期育林技術体

系に基づき、普通施業（４５年伐期・６０年伐期）と長伐期施業（８０年伐期）とを比較検討した。 
 
（１）モデル林の事例 
 

 
 
（２）平均木による利用材積の算定 
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（３）平均木の販売価格の算定 
 

 
 
（４）総販売価額の算定 
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（５）総経費の算定 
 

 

 
（６）純利益額の算定 
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（７）間伐施業の目標 

 

 
 
（８）間伐材の販売価額の算定 

 
 
（９）間伐材の総経費の算定 
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（10）間伐材の総純利益額の算定 

 
 
 
 
 
 
（11）長伐期施業の収益性 
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７．長伐期・複層林施業を推進するための対応策 

 今回の森林法の改正（平成３･４･１９成立）によって、長伐期及び複層林施業等の多様な森林の整備

を推進するため、次のような対応策が予算措置されている。 
（１）融資面での対応策 
 農林漁業金融公庫資金において、特定森林施業計画推進資金（造林及び林業経営安定資金）が創設さ

れた。 
 この資金は、森林法に基づく特定森林施業計画が認定された長伐期・複層林施業を推進することが必

要な地域において、これらの施業の促進を図るための特定森林施業計画に係る推進資金である。ただし、

公有林以外のものである。 
 ① 林業基盤整備資金（造林資金に必要な資金の融通） 
   償還条件は、最長３５年据置き、５５年償還となっている。また、保育の場合には、林齢３５年

生まで、融資対象となっている。 
  （一般は２５年生までである） 
 ② 施業転換資金（長伐期施業等への転換を行う森林に係る既往貸付金の償還金の融通） 
   償還条件は当初貸付時から通算して新規貸付資金と同様となっている。 
（２）税制面での対応策 
長伐期・複層林施業の促進のための特定森林施業計画制度に伴う税制措置は次のとおりである。 

 ① 相続税の延納等の措置 
   特定森林施業計画の対象森林については、計画伐採に係る相続税の延納等の特例の延納期間を現

行２０年間から４０年間以内に延長された。 
 ② 所得税の特例等の措置 
   森林施業計画と同様に、特定森林施業計画制度をそれぞれの特例措置の適用対象に追加された。 
  ア 森林施業計画特別控除制度の適用 
  イ 山林を現物出資した場合の所得税の納期限の特例措置の適用 
  ウ 林地保有合理化のために林地を譲度所得の特別控除（譲度所得から８百万円を控除）の適用 
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